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１
．
は
じ
め
に

　

筆
者
は
以
前
、
東
京
高
裁
平
成
二
一
年
三
月
一
二
日
判
決（

１
）を

素
材
に
し
て
、「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
掲
示
板
な
ど
に
、
虚
偽
の
犯
罪
予

告
が
書
き
込
ま
れ
た
場
合
に
、
こ
の
よ
う
な
行
為
は
ど
の
よ
う
な
規
定
に
よ
り
処
罰
の
対
象
と
な
る
べ
き
も
の
か
」
を
検
討
す
る
論
文
を
執

筆
し
た
こ
と
が
あ
っ
た（

２
）。

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
事
例
に
対
し
て
、「
警
察
が
出
動
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
警
察
の
通
常
業
務
が
妨
害
さ
れ
た
」

と
い
う
構
成
に
よ
っ
て「
業
務
妨
害
罪
」の
成
立
を
認
め
る
と
し
た
前
掲
東
京
高
裁
平
成
二
一
年
三
月
一
二
日
判
決
に
対
し
て
、
①
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
上
へ
の
虚
偽
犯
罪
予
告
が
「
警
察
（
警
察
職
員
）」
に
対
す
る
妨
害
行
為
に
な
る
、
と
い
う
理
論
構
成
に
つ
い
て
、
当
該
事
案
の
行

為
者
は
当
該
「
犯
罪
予
告
」
を
警
察
の
手
元
に
届
か
せ
る
た
め
の
行
為
と
し
て
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
掲
示
板
へ
の
掲
示
」
と
い
う
手
段
を
用

い
た
わ
け
で
は
な
く
、「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
掲
示
板
へ
の
犯
罪
予
告
行
為
」
を
し
た
こ
と
に
尽
き
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
警
察
の
知

る
と
こ
ろ
と
な
る
か
ど
う
か
自
体
は
、
当
該
事
案
の
行
為
者
の
当
初
か
ら
予
定
し
て
い
る
犯
罪
事
実
の
内
容
に
含
ま
れ
な
い
以
上
、
そ
も
そ

も
「
警
察
に
対
す
る
」
妨
害
行
為
と
い
え
る
か
が
疑
問
で
あ
る
、
②
犯
罪
計
画
を
察
知
し
た
場
合
に
、
当
該
犯
罪
計
画
が
真
に
予
定
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
か
、
虚
偽
の
犯
行
予
告
で
あ
る
か
に
関
わ
り
な
く
、
そ
れ
に
対
応
し
て
出
動
、
警
戒
す
る
こ
と
は
そ
も
そ
も
本
来
の
警
察
官
の

職
務
で
あ
る
以
上
、
虚
偽
犯
罪
予
告
に
対
応
し
て
の
出
動
も
警
察
官
の
職
務
に
含
ま
れ
、
ま
た
も
し
仮
に
そ
の
通
報
さ
れ
た
犯
罪
計
画
が
虚

偽
で
あ
っ
た
場
合
に
も
、
そ
の
通
報
行
為
自
体
が
軽
犯
罪
法
一
条
一
六
号
の
「
虚
構
申
告
罪
」
に
あ
て
は
ま
る
刑
事
事
件
に
な
る
と
い
う
だ

け
の
こ
と
な
の
で
あ
り
、
い
ず
れ
に
し
て
も
犯
罪
内
容
の
通
報
に
対
応
し
て
出
動
す
る
こ
と
は
警
察
の
業
務
（
公
務
）
の
範
疇
内
の
も
の
で

し
か
な
い
、
③
も
し
仮
に
こ
れ
を
以
て
警
察
官
の
職
務
が
妨
害
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
何
ら
か
の
事
件
を
起
こ
し
て
警
察
の
人
員
が

投
入
さ
れ
た
事
例
は
全
て
「
な
さ
れ
た
は
ず
の
公
務
の
遂
行
を
妨
害
し
た
」
こ
と
に
な
る
、
と
い
っ
た
問
題
点
の
指
摘
を
行
っ
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
近
年
、
野
澤
前
掲
論
文
が
指
摘
す
る
不
都
合
を
全
く
看
過
し
て
盲
目
的
に
前
掲
東
京
高
裁
平
成
二
一
年
三
月
一
二
日
判
決

の
結
論
に
賛
成
す
る
主
張
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る（

３
）。

そ
し
て
野
澤
前
掲
論
文
が
指
摘
す
る
問
題
点
が
、
最
近
の
裁
判
例
の
い
く
つ
か
に
お
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い
て
、
前
掲
東
京
高
裁
平
成
二
一
年
三
月
一
二
日
判
決
が
盲
目
的
に
踏
襲
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
弊
害
と
し
て
具
体
化
し
つ
つ
あ
る
状
況

も
見
ら
れ
る（

４
）。

本
論
文
は
こ
れ
に
対
し
て
、
野
澤
前
掲
論
文
が
指
摘
す
る
弊
害
を
─
─
と
り
わ
け
前
掲
の
②
（
＝
「
警
察
業
務
」
の
特
殊
性
）

と
③
（
＝
「
警
察
出
動
罪
」
と
し
て
の
運
用
に
よ
る
罪
刑
法
定
原
則
の
破
壊
）
に
つ
い
て
─
─
再
確
認
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

な
お
結
論
か
ら
言
え
ば
、
前
述
の
野
澤
前
掲
論
文
の
指
摘
に
関
し
て
修
正
す
る
必
要
は
全
く
な
い
も
の
と
考
え
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
本

論
文
は
前
掲
東
京
高
裁
平
成
二
一
年
三
月
一
二
日
判
決
の
結
論
に
賛
成
す
る
前
掲
主
張
に
対
し
て
「
反
論
」
す
る
も
の
で
す
ら
も
な
い
。
な

ぜ
な
ら
当
該
主
張
自
体
が
野
澤
前
掲
論
文
の
指
摘
す
る
問
題
点
に
対
し
て
そ
も
そ
も
何
一
つ
解
答
を
示
し
得
て
お
ら
ず（

５
）、

解
決
で
き
て
い
な

い
以
上
、「
反
論
」
の
し
よ
う
も
な
い
─
─
そ
の
意
味
で
本
論
文
が
行
う
の
は
、
前
述
の
よ
う
に
「
弊
害
の
『
再
確
認
』」
で
あ
る
─
─
か
ら

で
あ
る
。

２
．
確
認
事
項
そ
の
１
：「
警
察
業
務
」
の
特
殊
性

　

こ
の
「
虚
偽
の
犯
罪
予
告
が
行
わ
れ
て
警
察
が
出
動
し
た
場
合
に
お
け
る
、
警
察
の
通
常
業
務
が
妨
害
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
『
業
務
妨
害

罪
』
の
成
否
」
と
い
う
点
に
関
し
て
、
最
近
見
ら
れ
る
見
解
と
し
て
、「
業
務
の
妨
害
態
様
」
を
「
二
つ
の
類
型
」、
す
な
わ
ち
「
威
力
の
よ

う
な
手
段
が
被
害
者
（
業
務
者
）
の
業
務
の
遂
行
に
直
接
向
け
ら
れ
、
そ
の
遂
行
（
そ
し
て
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
業
務
）
を
直
接
的
に
妨

げ
る
類
型
（
い
わ
ば
「
業
務
遂
行
妨
害
類
型
」）」
と
、「
偽
計
の
よ
う
な
手
段
が
被
害
者
以
外
の
者
に
向
け
ら
れ
る
結
果
、
か
か
る
偽
計
に

気
づ
か
な
い
被
害
者
が
表
面
上
は
「
通
常
の
業
務
」
を
行
っ
て
い
る
も
の
の
、
偽
計
等
の
結
果
と
し
て
包
括
的
な
業
務
が
阻
害
さ
れ
る
類
型
」

と
に
分
け
た
上
で
、
虚
偽
通
報
事
例
で
は
、「
虚
偽
の
通
報
・
虚
構
の
犯
行
予
告
に
よ
っ
て
、
表
面
上
は
あ
た
か
も
「
本
来
的
な
業
務
の
遂
行
」

を
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
実
は
「
徒
労
の
」
一
連
の
業
務
遂
行
へ
と
（
そ
れ
と
は
知
ら
ず
に
）
強
い
る
と
い
う
形
態
で
業
務
の
妨
害
が
な
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
り
（
包
括
的
な
業
務
阻
害
類
型
）、
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
妨
害
対
象
と
し
て
焦
点
を
あ
て
ら
れ
る
べ
き
な
の
は
、
通
報

（85－３・４－287）
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の
受
付
け
、
伝
達
・
指
示
、
警
戒
活
動
と
い
っ
た
種
々
の
業
務
の
う
ち
か
ら
切
り
分
け
ら
れ
た
一
部
の
業
務
で
は
な
く
、
虚
偽
の
通
報
・
虚

構
の
犯
行
予
告
に
よ
っ
て
誘
導
さ
れ
、
強
い
ら
れ
た
警
察
の
一
連
の
対
応
業
務
全
体
で
あ
り
、
そ
の
全
体
に
つ
き
妨
害
に
対
す
る
要
保
護
性

…
…
が
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
」（

６
）、

と
す
る
も
の
が
見
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
「
業
務
の
妨
害
態
様
を
類
型
化
す
る
」
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
通
常
一
般
の
業
務
に
対
す
る
業
務
妨
害
罪
の
限
界
線
を
設

定
す
る
た
め
に
は
有
益
な
検
討
手
法
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
以
前
に
執
筆
し
た
野
澤
前
掲
論
文
の
中
で
も
、
そ
も
そ
も
業
務
妨
害
罪
が
認

め
ら
れ
得
る
妨
害
形
態
に
関
し
て
限
界
線
が
ほ
ぼ
な
く
、「
他
の
犯
罪
行
為
が
成
立
す
る
よ
う
な
場
合
に
お
け
る
業
務
妨
害
罪
の
成
否
と
い

う
点
に
関
し
て
も
、
…
…
結
果
的
に
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
が
非
常
に
緩
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
状
況
が
あ
る
」（

７
）と

指
摘
し
た
こ
と
が
あ
り
、
そ

の
限
界
線
を
形
成
す
る
た
め
の
努
力
の
一
つ
と
し
て
評
価
で
き
る
も
の
で
は
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
努
力
は
妨
害
の
対
象
が
「（
警
察
業
務
以
外
の
）
一
般
的
な
業
務
」（

８
）で

あ
れ
ば
有
効
な
限
定
作
用
を
持
ち
得
る
も

の
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、「
警
察
業
務
を
妨
害
し
た
」
と
い
う
観
点
を
前
提
と
す
る
「
虚
偽
犯
罪
予
告
」
の
事
例
に
お
い
て
は
、
残
念

な
が
ら
有
効
な
限
界
線
を
形
作
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
前
述
の
よ
う
な
見
解
の
主
張
者
は
、
そ
も
そ
も
が
「
虚
偽
の
犯
行
予

告
に
対
す
る
対
応
」
を
「『
徒
労
の
』
業
務
」
と
位
置
づ
け
た
上
で
、
こ
の
よ
う
な
「
徒
労
の
業
務
を
行
わ
せ
た
こ
と
」
が
業
務
妨
害
罪
の
「
妨

害
結
果
」
で
あ
る
と
構
成
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
出
発
点
が
ま
ず
も
っ
て
誤
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
警
察
業
務
は
─
─
以
前
執
筆
し

た
論
考
に
お
い
て
も
記
述
し
た（

９
）よ

う
に
─
─
「
個
人
の
生
命
、
身
体
及
び
財
産
の
保
護
に
任
じ
、
犯
罪
の
予
防
、
鎮
圧
及
び
捜
査
、
被
疑
者

の
逮
捕
、
交
通
の
取
締
そ
の
他
公
共
の
安
全
と
秩
序
の
維
持
に
当
る
こ
と
を
も
つ
て
そ
の
責
務
と
す
る
」）

（1
（

と
い
う
そ
の
性
質
上
、
犯
罪
計
画

を
察
知
し
た
場
合
に
は
そ
れ
に
対
応
し
て
出
動
す
る
こ
と
自
体
が
、
警
察
の
責
務
・
職
務
か
ら
し
て
警
察
の
職
務
内
容
と
し
て
当
た
り
前
の

も
の
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
は
、「
虚
偽
の
犯
罪
予
告
に
対
応
す
る
こ
と
」
は
、
警
察
に
と
っ
て
決
し
て
「
徒
労
の
業
務
」

等
で
は
な
い
の
で
あ
る

）
（（
（

。

　

こ
の
よ
う
な
観
点
は
、「（
警
察
業
務
以
外
の
）
一
般
的
な
業
務
」
と
「
警
察
業
務
」
と
で
、
そ
の
職
務
内
容
に
性
質
上
の
差
異
が
あ
る
こ

（法政研究 85－３・４－288）
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と
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
─
─
こ
れ
も
以
前
執
筆
し
た
論
考
に
お
い
て
も
記
述
し
た

）
（1
（

よ
う
に
─
─
「『
昆
布
の
虚
偽
の
注
文
に
対

応
す
る
こ
と
は
昆
布
屋
の
仕
事
で
は
な
い

）
（1
（

が
、
虚
偽
の
犯
罪
事
実
申
告
に
対
応
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
も
警
察
の
仕
事
に
含
ま
れ
る
』
と

い
う
こ
と
に
よ
る
、
必
然
的
な
内
容
上
の
差
が
」
両
者
に
存
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、「
徒
労
の
業
務
」

と
い
う
表
現
自
体
が
、
こ
れ
を
以
て
業
務
妨
害
罪
の
結
果
で
あ
る
と
主
張
す
る
見
解
の
自
己
矛
盾
を
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な

ら
、「『
徒
労
の
業
務
』
を
行
わ
せ
た
」
と
い
う
表
現
は
、
逆
に
言
え
ば
、
そ
の
「
徒
労
の
業
務
」
も
「
業
務
」
に
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
、
と

い
う
理
解
を
前
提
に
し
て
い
る
。
し
か
し
、
通
常
の
一
般
的
な
業
務
に
関
し
て
、
こ
の
よ
う
な
表
現
は
前
提
に
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
ば
、
前
掲
の
大
阪
高
判
昭
和
三
九
年
一
〇
月
五
日
の
事
例
を
素
材
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、「
昆
布
の
虚
偽
の
注
文
に
対
応
す
る
こ
と
」

は
そ
も
そ
も
「
昆
布
屋
」
の
「
業
務
」
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
前
提
に
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
に
対
応
さ
せ
た
こ
と
が
業
務
妨
害
罪
を
構

成
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
事
例
に
お
い
て
は
、「
昆
布
の
虚
偽
の
注
文
に
対
応
す
る
こ
と
」
は
「
徒
労
の

業
務
」な
ど
で
は
な
く
、「
そ
も
そ
も
昆
布
屋
の
業
務
で
す
ら
な
い
」の
で
あ
る
。「
業
務
で
も
な
い
よ
う
な
こ
と
」に
あ
た
ら
せ
た
か
ら
こ
そ
、

こ
れ
が「
業
務
妨
害
罪
」に
該
当
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
は
、
も
し「『
徒
労
の
業
務
』も
ま
た『
業
務
』

に
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
」と
い
う
理
解
を
前
提
に
す
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
時
点
で
、「
徒
労
の
業
務
」と
表
現
さ
れ
る
仕
事
内
容
も「
業

務
」
に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
必
然
的
に
「
徒
労
」
な
ど
で
は
な
い
も
の
と
な
る
。
よ
っ
て
、「
徒
労
の
業
務
」
と
い
う
表
現
自
体
が
、

「『
徒
労
の
業
務
』
を
行
わ
せ
た
こ
と
が
業
務
妨
害
罪
の
結
果
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
見
解
の
自
己
矛
盾
を
指
し
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
観
点
は
前
述
の
野
澤
前
掲
論
文
に
お
い
て
も
当
然
に
前
提
に
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な

「
業
務
妨
害
罪
」
の
適
用
範
囲
の
検
討
に
関
し
て
、
野
澤
前
掲
論
文
は
「
一
般
的
な
民
間
業
務
」
や
「
一
般
的
公
務
」
な
ど
全
体
に
対
し
て

の
議
論
・
検
討
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
注
意
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
も
、「
警
察
業
務
」
に
関
し
て
だ
け
こ
の
よ
う
な
矛
盾
・
問

題
点
を
生
じ
る
も
の
と
し
て
指
摘
し
て
い
た
の
で
あ
り
、「
業
務
一
般
」
に
関
し
て
の
議
論
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
無
用
の
警
察
の
出
動
に
よ
っ
て
「
国
家
的
訴
追
機
関
お
よ
び
そ
れ
と
と
も
に
刑
事
司
法
全
体
を
、
無
駄
な
活
動
お
よ
び
そ
れ

（85－３・４－289）
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に
伴
う
訴
追
強
度
の
減
殺
か
ら
保
護
す
る
」）

（1
（

と
い
う
こ
と
の
必
要
性
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
理
解
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
「
警
察
の

業
務
が
妨
害
さ
れ
た
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、「
増
や
す
必
要
も
な
い
業
務
を
増
大
さ
せ
た
」
こ
と
に
よ
る
「
限
り
あ
る
警
察
力
の
摩

耗
」

）
（1
（

「
警
察
機
関
・
司
法
機
関
の
動
員
力
の
摩
耗
」

）
（1
（

と
い
う
、
全
く
別
の
法
益
侵
害
状
況
を
発
生
さ
せ
た
も
の
な
の
で
あ
り
、
ま
さ
に
こ
れ

に
対
応
す
る
た
め
に
置
か
れ
て
い
る
処
罰
規
定
が
軽
犯
罪
法
一
条
一
六
号
な
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
─
─
こ
れ
も
以
前
執
筆
し
た
論
考
で

記
述
し
た

）
（1
（

よ
う
に
─
─
、
当
該
行
為
が
昔
に
比
べ
て
現
在
に
お
い
て
は
当
罰
性
が
高
い
も
の
で
あ
り

）
（1
（

、
軽
犯
罪
法
で
対
処
す
べ
き
も
の
で
は

も
は
や
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
立
法
論
と
し
て
そ
れ
を
刑
法
典
に
お
け
る
犯
罪
類
型
と
し
て
創
設
す
る
こ
と
を
検
討
す
べ
き
で
あ

り
、「『
専
ラ
實
業
家
ヲ
保
護
ス
ル
精
神
ニ
出
ツ
』）

（1
（

る
も
の
で
あ
り
、
経
済
的
自
由
を
保
護
す
る
た
め
の
規
定
で
あ
る
業
務
妨
害
罪
の
規
定
を
、

『（
虚
偽
）
犯
罪
予
告
罪
』
と
し
て
運
用
す
る
」）

11
（

よ
う
な
こ
と
を
す
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

３
．
確
認
事
項
そ
の
２
：「
警
察
出
動
罪
」
と
し
て
の
運
用
に
よ
る
罪
刑
法
定
原
則
の
破
壊

　

前
掲
の
東
京
高
裁
平
成
二
一
年
三
月
一
二
日
判
決
が
「
警
察
に
対
し
て
犯
罪
予
告
の
虚
偽
通
報
が
な
さ
れ
た
場
合
…
…
、
警
察
に
お
い
て

は
、
直
ち
に
そ
の
虚
偽
で
あ
る
こ
と
を
看
破
で
き
な
い
限
り
は
、
こ
れ
に
対
応
す
る
徒
労
の
出
勤
・
警
戒
を
余
儀
な
く
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ

り
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
虚
偽
通
報
さ
え
な
け
れ
ば
遂
行
さ
れ
た
は
ず
の
本
来
の
警
察
の
公
務
（
業
務
）
が
妨
害
さ
れ
る
（
遂
行
が
困
難
な

ら
し
め
ら
れ
る
）
の
で
あ
る
」、
と
い
う
理
論
構
成
に
よ
り
業
務
妨
害
罪
の
成
立
を
認
め
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
後
の
裁
判
例
に
お
い
て

も
具
体
的
な
形
で
の
悪
影
響
が
現
れ
始
め
て
い
る
。
そ
れ
は
、「
何
ら
犯
罪
に
問
わ
れ
な
い
（
処
罰
構
成
要
件
が
存
在
し
な
い
）
よ
う
な
行

為
に
対
し
て
も
、
そ
れ
に
対
し
て
警
察
が
出
動
し
さ
え
す
れ
ば
、
そ
れ
を
以
て
『
警
察
の
通
常
業
務
が
妨
害
さ
れ
た
』
と
し
て
業
務
妨
害
罪

を
構
成
す
る
」
こ
と
を
可
能
に
し
、
そ
れ
に
基
づ
く
業
務
妨
害
罪
の
成
立
を
認
め
る
裁
判
例
が
見
ら
れ
始
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
福

井
簡
判
平
成
三
〇
年
五
月
二
一
日LEX

/D
B25560712

は
、「
被
告
人
が
、
Ｂ
と
共
謀
の
上
、
福
井
県
福
井
警
察
署
Ｃ
交
番
前
歩
道
で
、
交
番
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に
勤
務
す
る
福
井
県
福
井
警
察
署
警
部
補
Ｄ
の
面
前
で
、
覚
せ
い
剤
様
に
偽
装
し
た
白
色
結
晶
粉
末
在
中
の
チ
ャ
ッ
ク
付
き
ポ
リ
袋
を
、
着

用
し
て
い
た
ズ
ボ
ン
の
ポ
ケ
ッ
ト
か
ら
故
意
に
落
と
し
、
こ
れ
を
拾
っ
て
逃
走
し
、
前
記
Ｄ
を
し
て
、
違
法
薬
物
を
所
持
し
た
犯
人
が
逃
走

を
図
っ
た
も
の
と
誤
信
さ
せ
、
前
記
Ｄ
に
被
告
人
を
追
跡
さ
せ
る
と
と
も
に
、
同
人
の
無
線
連
絡
に
基
づ
き
発
せ
ら
れ
た
指
令
等
に
よ
り
、

同
人
ら
福
井
県
警
察
職
員
二
八
名
に
、
被
告
人
の
逃
走
現
場
へ
の
臨
場
、
被
告
人
の
福
井
県
福
井
警
察
署
へ
の
任
意
同
行
、
被
告
人
に
対
す

る
取
調
べ
等
の
徒
労
の
業
務
に
従
事
さ
せ
、
そ
の
間
、
被
告
人
の
前
記
行
為
が
な
け
れ
ば
遂
行
さ
れ
て
い
た
は
ず
の
前
記
警
察
職
員
ら
の
刑

事
当
直
、
警
ら
活
動
、
交
番
勤
務
等
の
業
務
の
遂
行
を
困
難
に
さ
せ
、
偽
計
を
用
い
て
人
の
業
務
を
妨
害
し
た
」と
い
う
事
案
に
お
い
て
、「
被

告
人
の
妨
害
行
為
に
よ
っ
て
総
勢
二
八
名
の
警
察
職
員
ら
の
業
務
が
実
際
に
妨
害
さ
れ
た
こ
と
」
を
前
提
に
し
て
、
偽
計
業
務
妨
害
罪
の
成

立
を
認
め
た

）
1（
（

。

　

し
か
し
、「
犯
罪
行
為
が
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
偽
装
す
る
こ
と
」
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
処
罰
規
定

）
11
（

が
存
在
し
な
い
日
本
に
お
い
て
、
こ

の
よ
う
に
「
覚
せ
い
剤
が
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
見
せ
か
け
る
行
為
」
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
本
来
は
無
罪
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
は
ず
で
あ

る
）
11
（

。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
「
好
ま
し
く
な
い
と
思
し
き
行
為
」
に
対
し
て
警
察
が
出
動
し
さ
え
す
れ
ば
、「
そ
れ
が
実
際
に
犯
罪
行
為
で
あ

る
場
合
」
に
は
「
当
該
処
罰
規
定
」
に
よ
っ
て
処
罰
し
、
ま
た
も
し
仮
に
「
そ
れ
が
実
際
に
は
犯
罪
行
為
で
は
な
か
っ
た
場
合
」
で
あ
っ
た

と
し
て
も
、
警
察
が
出
動
し
て
「
警
察
の
通
常
業
務
が
妨
害
さ
れ
た
」
と
す
る
以
上
、「
業
務
妨
害
罪
」
に
よ
っ
て
処
罰
す
る
こ
と
が
可
能

と
な
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
警
察
が
出
動
し
た
時
点
で
、
実
際
に
犯
罪
が
存
在
し
よ
う
が
し
ま
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
「
業
務
妨
害
罪
」

に
よ
る
処
罰
は
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る

）
11
（

。
こ
れ
は
ま
さ
に
「
業
務
妨
害
罪
」
を
「
警
察
出
動
罪
」
と
し
て
運
用
す
る
も
の
で
あ

り
、
ま
た
そ
の
際
に
そ
の
警
察
が
出
動
す
る
き
っ
か
け
と
な
る
行
為
者
の
態
様
そ
の
も
の
に
は
何
ら
の
限
定
も
存
在
し
な
い
た
め
、
ま
さ
し

く
古
い
中
国
律
や
日
本
の
古
代
法
に
お
け
る
律
令
、
さ
ら
に
は
明
治
維
新
直
後
の
王
政
復
古
期
に
お
け
る
「
仮
刑
律
」
な
ど
の
東
洋
法
系
法

典
に
見
ら
れ
た
「
不
応
為
罪
（
不
応
為
律
）」）

11
（

を
こ
の
現
代
に
復
活
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
も
は
や
、
処
罰
規
定
の
一
つ
（
業
務
妨

害
罪
）
を
解
釈
に
よ
っ
て
「
不
応
為
罪
」
と
し
て
運
用
し
、
罪
刑
法
定
原
則
を
事
実
上
有
名
無
実
化
す
る
も
の
で
あ
る
。
処
罰
の
対
象
と
な

（85－３・４－291）
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る
具
体
的
な
行
為
態
様
を
何
ら
前
提
に
す
る
こ
と
な
く
、「
警
察
が
出
動
し
た
」
と
い
う
、
捜
査
機
関
が
ま
さ
に
「
犯
罪
が
あ
る
と
思
料
す

る
」）

11
（

最
初
の
段
階
に
お
い
て
執
ら
れ
る
べ
き
行
動
が
あ
り
さ
え
す
れ
ば
、
す
べ
て
処
罰
の
可
能
性
が
出
て
く
る
、
と
い
う
の
は
、
何
ら
の
行

為
態
様
の
限
定
も
な
く
、
業
務
妨
害
罪
を
す
べ
て
の
行
為
に
対
し
て
適
用
す
る
可
能
性
を
開
く
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
罪
刑
法
定
原
則
の
破

壊
そ
の
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
後
掲
の
参
考
資
料
に
も
み
ら
れ
る
と
お
り
、
同
様
の
「
遂
行
さ
れ
て
い
た
は
ず
の
警
察
職
員
ら
の
刑
事
当
直
、

警
ら
活
動
、
交
番
勤
務
等
の
業
務
」
を
妨
害
し
た
こ
と
を
理
由
に
し
て
業
務
妨
害
罪
が
適
用
さ
れ
る
裁
判
例
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
お

り
、
ま
さ
し
く
前
掲
の
東
京
高
裁
平
成
二
一
年
三
月
一
二
日
判
決
が
、
こ
の
よ
う
な
「
罪
刑
法
定
主
義
の
破
壊
」
に
つ
な
が
る
よ
う
な
運
用

を
示
し
た
こ
と
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
も
、
ほ
ぼ
同
内
容
に
つ
い
て
、
前
述
の
野
澤
前
掲
論
文
に
お
い

て
も
指
摘
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た

）
11
（

。

４
．
お
わ
り
に

　

以
上
の
観
点
か
ら
、
既
に
執
筆
し
た
野
澤
前
掲
論
文
（「
虚
偽
犯
罪
予
告
行
為
と
業
務
妨
害
罪
」）
に
お
け
る
指
摘
内
容
に
つ
い
て
、
東

京
高
裁
平
成
二
一
年
三
月
一
二
日
判
決
の
よ
う
な
理
論
構
成
に
は
や
は
り
問
題
が
あ
り
、
ま
た
刑
法
の
基
本
原
理
で
あ
る
罪
刑
法
定
原
則
を

破
壊
し
か
ね
な
い
形
で
業
務
妨
害
罪
を
運
用
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、「
再
確
認
」
し
た
。
こ
の
「
再
確
認
」
と
い
う
点
で
、
本
論
文
は

野
澤
前
掲
論
文
と
は
異
な
る
内
容
な
い
し
は
新
た
な
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
す
ら
な
い
。
本
論
文
は
何
ら
のetw

as N
eues

も
な
い

論
文
で
あ
り
、
実
に
「
徒
労
な
業
務
」
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、「
論
文
の
執
筆
」
は
我
々
研
究
者
に
と
っ
て
当
然
の
「
業
務
」

で
あ
り
、
当
た
り
前
に
行
う
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
既
に
執
筆
し
た
内
容
と
全
く
同
じ
内
容
を
改
め
て
論
文
と
し
て
執
筆
せ
ざ
る
を
得
な
い

の
は
、「
二
重
原
稿
」
と
の
そ
し
り
を
受
け
得
る
危
険
も
含
め
て
、「
徒
労
の
業
務
」
と
い
え
な
く
も
な
い
。

　

ド
イ
ツ
刑
法
に
造
詣
の
深
い
松
生
光
正
先
生
の
退
職
記
念
号
に
寄
稿
す
る
に
あ
た
っ
て
、
当
初
は
一
八
七
一
年
ド
イ
ツ
ラ
イ
ヒ
刑
法
典
の
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編
纂
過
程
に
関
す
る
論
考
を
執
筆
す
る
こ
と
を
考
え
て
い
た
。
し
か
し
前
述
の
、
筆
者
の
過
去
の
論
考
（「
野
澤
前
掲
論
文
」）
に
対
す
る

荒
唐
無
稽
な
主
張
に
対
応
す
る
た
め
に
、
や
む
を
得
ず
ド
イ
ツ
ラ
イ
ヒ
刑
法
典
に
関
す
る
論
考
の
執
筆
を
後
回
し
に
し
て
、
業
務
妨
害
罪
に

関
す
る
本
論
文
を
執
筆
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
と
な
っ
た
。
も
し
仮
に
こ
れ
が
、「
表
面
上
は
あ
た
か
も
『
本
来
的
な
業
務
の
遂
行
』
を
さ

せ
る
こ
と
に
よ
り
、
実
は
『
徒
労
の
』
一
連
の
業
務
遂
行
へ
と
（
そ
れ
と
は
知
ら
ず
に
）
強
い
る
と
い
う
形
態
で
業
務
の
妨
害
が
な
さ
れ
て

い
る
」）

11
（

の
で
あ
る
な
ら
ば
、
当
該
主
張
者
は
そ
の
自
ら
の
主
張
に
基
づ
い
て
、「
筆
者
（
野
澤
）
の
業
務
を
妨
害
し
た
」
こ
と
に
な
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
「『
論
文
執
筆
』
と
い
う
、
本
来
の
研
究
者
の
仕
事
を
し
て
い
る
だ
け
じ
ゃ
な
い
か
」
と
反
論
さ
れ
そ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
言
う
の
で

あ
れ
ば
、
前
述
の
と
お
り
、「
犯
罪
が
あ
る
と
思
料
す
る
」
場
合
に
警
察
が
出
動
す
る
の
は
、「
本
来
の
警
察
の
仕
事
を
し
て
い
る
だ
け
」
な

の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
「
本
来
の
業
務
」
の
一
部
を
「
労
力
の
無
駄
遣
い
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
「『
徒
労
』
…
…
で
あ
る
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
」）

11
（

な
ど
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
ま
さ
し
く
「
本
論
文
の
執
筆
」
は
、「
野
澤
前
掲
論
文
」
と
全
く
変
わ
ら
な
い
内
容
に
関

し
て
改
め
て
本
論
文
の
執
筆
の
た
め
に
労
力
を
費
や
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
以
上
、
こ
れ
は
「
労
力
の
無
駄
遣
い
」
で
あ
り
、「『
徒
労
』
で

あ
る
こ
と
は
明
ら
か
」
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
「
徒
労
の
業
務
へ
の
従
事
を
業
務
妨
害
と
す
る
」
と
い
う
基
準
で
は
「
筆
者
（
野
澤
）

の
業
務
を
妨
害
し
た
」
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
「『
徒
労
の
業
務
』
を
行
わ
せ
た
こ
と
が
業
務
妨
害
罪
の
結

果
で
あ
る
」
と
す
る
見
解
の
主
張
者
は
、
そ
の
自
ら
の
主
張
に
基
づ
い
て
業
務
妨
害
罪
に
問
わ
れ
得
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
こ
れ
に
対
し
て
、「『
徒
労
の
業
務
』
な
ど
と
い
う
概
念
は
あ
り
得
ず
、
本
来
の
業
務
内
容
が
増
大
し
た
だ
け
で
あ
る
な
ら
ば

─
─
そ
れ
が
別
の
法
益
侵
害
を
構
成
す
る
場
合
（
例
え
ば
「
警
察
機
関
・
司
法
機
関
の
動
員
力
の
摩
耗
」
に
よ
る
軽
犯
罪
法
一
条
一
六
号
な

ど
）
を
除
い
て
─
─
何
ら
業
務
妨
害
罪
は
構
成
し
得
な
い
」、
と
い
う
筆
者
（
野
澤
）
の
従
前
の
見
解
に
従
う
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
前
述
の

「『
徒
労
の
業
務
』
を
行
わ
せ
た
こ
と
が
業
務
妨
害
罪
の
結
果
で
あ
る
」
と
す
る
見
解
の
主
張
者
に
対
し
て
も
「
業
務
妨
害
罪
な
ど
成
立
し

得
な
い
」
と
い
う
、
当
然
か
つ
常
識
的
な
帰
結
に
至
り
得
る
も
の
で
あ
る
。
御
安
心
頂
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
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論　説

1070

（
１ 

）
高
刑
集
六
二
巻
一
号
二
一
頁
、
判
タ
一
三
〇
四
号
三
〇
二
頁
。

（
２ 

）
野
澤
充
「
虚
偽
犯
罪
予
告
行
為
と
業
務
妨
害
罪
」
浅
田
和
茂
ほ
か
編
『
自
由
と
安
全
の
刑
事
法
学　

生
田
勝
義
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
』（
二
〇
一
四
年
）

三
三
五
頁
以
下
（
以
下
に
お
い
て
「
野
澤
前
掲
論
文
」
と
引
用
す
る
こ
と
に
す
る
）。

（
３ 
）
原
口
伸
夫
「
虚
構
の
犯
行
予
告
と
業
務
妨
害
罪
」
駒
澤
法
学
一
五
巻
三
・
四
号
（
二
〇
一
六
年
）
一
頁
以
下
な
ど
。

（
４ 

）
後
掲
参
考
資
料
を
参
照
。

（
５ 

）
例
え
ば
原
口
・
前
掲
「
虚
構
の
犯
行
予
告
と
業
務
妨
害
罪
」
は
、
前
掲
東
京
高
裁
平
成
二
一
年
三
月
一
二
日
判
決
に
対
し
て
「
業
務
概
念
の
不
必
要
な

拡
大
を
示
し
て
最
高
裁
判
例
に
違
反
す
る
こ
と
、
妨
害
概
念
を
完
全
に
見
誤
っ
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
下
級
審
判
例
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
判
決
に
先

例
と
し
て
の
価
値
は
な
い
」（
野
澤
充
「
犯
罪
の
虚
偽
予
告
が
な
け
れ
ば
遂
行
さ
れ
た
は
ず
の
警
察
の
公
務
」
成
瀬
幸
典
・
安
田
拓
人
・
島
田
聡
一
郎
編

『
判
例
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
刑
法
Ⅱ
各
論
』（
二
〇
一
二
年
）
一
三
二
頁
）
と
し
た
記
述
に
対
し
て
、「
こ
の
よ
う
な
評
価
は
疑
問
で
あ
る
」（
原
口
・
前
掲
「
虚

構
の
犯
行
予
告
と
業
務
妨
害
罪
」
三
〇
頁
注
三
〇
）
と
し
て
い
る
が
、
最
高
裁
判
例
に
違
反
す
る
下
級
審
裁
判
例
に
は
判
例
と
し
て
の
先
例
拘
束
力
（
こ

の
「
先
例
拘
束
力
」
を
持
つ
「
判
例
」
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
松
宮
孝
明
「「
判
例
」
に
つ
い
て
」
浅
田
和
茂
ほ
か
編
『
転
換
期
の
刑
事
法
学　

井
戸
田

侃
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
』（
一
九
九
九
年
）
六
七
三
頁
以
下
等
を
参
照
）
が
発
生
し
よ
う
は
ず
も
な
く
、
ま
た
そ
れ
で
も
な
お
前
掲
東
京
高
裁
平
成
二

一
年
三
月
一
二
日
判
決
に
つ
い
て
判
例
違
反
が
な
い
点
の
根
拠
が
全
く
当
該
論
文
中
に
も
示
さ
れ
て
い
な
い
─
─
前
掲
東
京
高
裁
平
成
二
一
年
三
月
一

二
日
判
決
が
依
拠
す
る
最
決
昭
和
六
二
年
三
月
一
二
日
刑
集
四
一
巻
二
号
一
四
〇
頁
に
関
し
て
も
、「
被
告
人
ら
に
対
し
て
」
の
部
分
は
「
傍
論
」
で
あ

る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
朝
山
芳
史
・
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
刑
事
篇
（
平
成
一
二
年
度
）（
二
〇
〇
三
年
）
四
二
頁
以
下
）
─
─
も
の
で
あ
る
以
上
、

こ
れ
に
対
す
る
解
答
を
何
ら
示
し
て
い
な
い
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

（
６ 

）
原
口
・
前
掲
「
虚
構
の
犯
行
予
告
と
業
務
妨
害
罪
」
一
四
頁
以
下
。

（
７ 

）
野
澤
・
前
掲
「
虚
偽
犯
罪
予
告
行
為
と
業
務
妨
害
罪
」
三
五
一
頁
。
例
え
ば
そ
こ
で
は
、「
Ａ
は
、
あ
る
フ
ァ
ミ
リ
ー
レ
ス
ト
ラ
ン
店
舗
内
で
怨
恨
に
基

づ
い
て
店
長
を
殺
害
し
た
。
そ
の
結
果
、
同
店
舗
内
に
飛
び
散
っ
た
血
液
を
洗
浄
す
る
必
要
が
出
て
き
た
が
た
め
に
、
同
店
舗
は
数
日
間
営
業
で
き
な

く
な
っ
た
」、
と
い
っ
た
事
例
に
お
い
て
、
Ａ
に
は
殺
人
罪
と
同
時
に
業
務
妨
害
罪
も
成
立
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
の
懸
念
が
示
さ
れ
て
い
た
。

ま
た
実
際
の
裁
判
例
と
し
て
も
、
駅
の
自
動
券
売
機
の
硬
貨
釣
銭
返
却
口
に
接
着
剤
を
塗
り
付
け
、
釣
銭
の
付
着
を
待
っ
て
こ
れ
を
回
収
し
よ
う
と
し

た
と
こ
ろ
、
接
着
剤
の
塗
布
行
為
後
に
、
自
動
販
売
機
の
利
用
者
が
現
れ
る
前
に
駅
員
に
逮
捕
さ
れ
た
事
案
に
つ
い
て
、
本
位
的
訴
因
で
あ
る
窃
盗
未

遂
罪
に
つ
い
て
実
行
の
着
手
を
認
め
な
か
っ
た
も
の
の
、
接
着
剤
の
塗
布
行
為
自
体
に
つ
い
て
予
備
的
訴
因
で
あ
っ
た
偽
計
業
務
妨
害
罪
の
成
立
を
認

め
た
裁
判
例
（
東
京
簡
判
平
成
二
一
年
一
二
月
四
日
）
や
、
事
務
室
へ
の
放
火
行
為
に
対
し
て
、
現
住
建
造
物
等
放
火
未
遂
罪
だ
け
で
な
く
威
力
業
務

妨
害
罪
の
成
立
も
認
め
ら
れ
た
事
例
（
東
京
地
立
川
支
判
平
成
二
八
年
一
二
月
二
二
日LEX

/D
B25544979

）
な
ど
、「
誰
か
の
仕
事
が
妨
げ
ら
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
」
の
で
あ
り
さ
え
す
れ
ば
、
す
べ
て
業
務
妨
害
罪
と
し
て
評
価
可
能
な
状
況
が
あ
る
の
で
あ
る
。
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（
８ 

）
こ
こ
で
の
「
一
般
的
業
務
」
に
「（
警
察
以
外
の
）
公
務
」
─
─
例
え
ば
消
防
業
務
な
ど
─
─
を
含
み
得
る
の
か
ど
う
か
は
、
と
り
あ
え
ず
保
留
し
て

お
く
こ
と
に
す
る
。
こ
こ
で
主
張
し
た
い
の
は
、（
他
の
業
務
と
比
較
し
て
の
）「
警
察
業
務
の
特
殊
性
」
だ
か
ら
で
あ
る
。

（
９ 
）
野
澤
・
前
掲
「
虚
偽
犯
罪
予
告
行
為
と
業
務
妨
害
罪
」
三
五
三
頁
。

（
10 
）
警
察
法
二
条
第
一
項
。

（
11 

）
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
何
ら
の
根
拠
も
示
す
こ
と
な
く
、「
虚
偽
通
報
に
よ
る
警
察
官
の
出
動
等
が
『
徒
労
』（
税
金
や
労
力
の
無
駄
遣
い
）
で
あ
る

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
」（
只
木
誠
編
『
刑
法
演
習
ノ
ー
ト
』（
二
〇
一
三
年
）
一
三
六
頁
〔
安
廣
文
夫
執
筆
〕、
同
『
刑
法
演
習
ノ
ー
ト
［
第
二
版
］』（
二

〇
一
七
年
）
一
三
三
頁
〔
安
廣
文
夫
執
筆
〕）
と
す
る
の
は
、
警
察
業
務
の
特
殊
性
を
考
慮
し
て
お
ら
ず
、
警
察
機
関
が
社
会
の
中
で
担
う
べ
き
責
務
・

職
務
を
看
過
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、「
犯
罪
計
画
を
察
知
し
て
も
場
合
に
よ
っ
て
は
捜
査
し
な
く
て
も
よ
い
」
と
言
う
も
同
然
な
の
で
あ
り
、
失
当
と
い

う
ほ
か
な
い
。

（
12 

）
野
澤
・
前
掲
「
虚
偽
犯
罪
予
告
行
為
と
業
務
妨
害
罪
」
三
四
六
頁
。

（
13 

）
大
阪
高
判
昭
和
三
九
年
一
〇
月
五
日
下
刑
集
六
巻
九
・
一
〇
号
九
八
八
頁
。

（
14 

）M
atthias W

eidem
ann, D

ie Strafbarkeit falscher Bom
bendrohungen und falscher »M

ilzbrand-Briefe«, JA
 2002, S.45. 

こ
れ
は
ド
イ

ツ
刑
法
一
四
五
ｄ
条
（
犯
罪
行
為
の
偽
装
罪
）
の
保
護
法
益
内
容
の
記
述
か
ら
の
抜
粋
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
刑
法
の
こ
の
「
犯
罪
行
為
の
偽
装
罪
」
に
つ

い
て
は
、
森
永
真
綱
「
犯
罪
の
偽
装
（
ド
イ
ツ
刑
法
第
一
四
五
条
ｄ
）
の
立
法
史
・
保
護
法
益
論
─
─
虚
偽
通
報
に
偽
計
業
務
妨
害
罪
を
適
用
す
る
こ

と
の
比
較
法
的
小
考
察
」
例
外
状
態
と
法
研
究
班
編
『
例
外
状
態
と
法
に
関
す
る
諸
問
題
』（
二
〇
一
四
年
）
八
一
頁
以
下
、
同
「
犯
罪
の
偽
装
（
ド
イ

ツ
刑
法
第
一
四
五
条
ｄ
）
の
保
護
法
益
」『
山
中
敬
一
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
［
下
巻
］』（
二
〇
一
七
年
）
一
四
九
頁
以
下
な
ど
を
参
照
。

（
15 

）
野
澤
・
前
掲
「
虚
偽
犯
罪
予
告
行
為
と
業
務
妨
害
罪
」
三
五
八
頁
注
二
七
。

（
16 

）
野
澤
・
前
掲
「
虚
偽
犯
罪
予
告
行
為
と
業
務
妨
害
罪
」
三
六
〇
頁
注
三
一
。

（
17 

）
野
澤
・
前
掲
「
虚
偽
犯
罪
予
告
行
為
と
業
務
妨
害
罪
」
三
五
二
頁
以
下
。

（
18 

）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
誤
解
さ
れ
そ
う
で
あ
る
の
で
き
ち
ん
と
明
確
に
し
て
お
き
た
い
の
で
あ
る
が
、
当
該
虚
偽
犯
罪
予
告
行
為
に
対
す
る
「
当
罰
性
」

が
高
い
点
に
つ
い
て
は
、
筆
者
も
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
当
該
行
為
を
「
当
罰
性
の
高
さ
」
を
理
由
と
し
て
「
業
務
妨
害
罪
」
と
い
う
、「
商

売
上
の
『
経
済
活
動
の
自
由
』、
す
な
わ
ち
『
営
業
の
自
由
』
の
保
護
の
た
め
の
規
定
」（
野
澤
充
「
信
用
毀
損
罪
に
つ
い
て
」
立
命
館
法
学
三
四
五
・

三
四
六
号
（
二
〇
一
三
年
）
六
三
九
頁
）
で
処
罰
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、「
法
益
侵
害
内
容
が
異
な
る
行
為
態
様
に
対
し
て
別
の
法
益
侵
害
を

内
容
と
す
る
処
罰
規
定
を
適
用
す
る
」
と
い
う
問
題
、
す
な
わ
ち
「
窃
盗
行
為
に
対
し
て
傷
害
罪
の
規
定
を
適
用
す
る
」
の
と
同
様
の
罪
刑
法
定
主
義

違
反
の
問
題
が
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
い
の
で
あ
る
。
野
澤
前
掲
論
文
も
示
し
て
い
た
と
お
り
（
三
五
一
頁
以
下
）、
業
務
妨
害
罪
の
成
立
範
囲
は
、

「
業
務
」
概
念
に
お
い
て
も
「
偽
計
」
概
念
に
お
い
て
も
「
妨
害
」
概
念
に
お
い
て
も
、
い
ず
れ
の
文
言
箇
所
に
お
い
て
も
拡
大
傾
向
が
見
ら
れ
、
歯
止
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め
が
き
か
な
い
状
態
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
は
、
現
在
、
業
務
妨
害
罪
が
適
用
さ
れ
て
い
る
行
為
態
様
の
う
ち
、
当
罰
性
が
高
く
、
か
つ
本

来
的
な
「
営
業
の
自
由
」
の
侵
害
と
は
か
か
わ
り
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
、
新
た
な
処
罰
規
定
の
立
法
論
が
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
例
と
し
て
、

─
─
野
澤
前
掲
論
文
に
も
一
部
記
述
し
た
（
三
五
二
頁
以
下
）
が
─
─
ド
イ
ツ
刑
法
に
お
け
る
処
罰
規
定
が
参
考
に
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と

え
ば
前
掲
東
京
高
裁
平
成
二
一
年
三
月
一
二
日
判
決
の
よ
う
な
虚
偽
犯
罪
予
告
に
対
し
て
は
ド
イ
ツ
刑
法
一
二
六
条
の
「
犯
罪
の
脅
迫
に
よ
る
公
共
の

平
穏
の
妨
害
罪
」
な
い
し
は
一
四
五
ｄ
条
の
「
犯
罪
行
為
の
偽
装
罪
」
の
よ
う
な
処
罰
規
定
を
新
設
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
公
共
サ
ー
ビ
ス

全
体
（
市
役
所
業
務
や
公
立
学
校
業
務
）
に
対
す
る
妨
害
は
、
個
人
法
益
に
対
す
る
罪
と
し
て
の
「
経
済
活
動
の
自
由
」
へ
の
妨
害
に
対
す
る
も
の
で

あ
る
業
務
妨
害
罪
で
は
な
く
、
こ
れ
を
社
会
法
益
に
対
す
る
罪
と
し
て
の
新
た
な
処
罰
規
定
に
よ
っ
て
対
処
す
る
こ
と
を
検
討
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
の

際
に
は
例
え
ば
ド
イ
ツ
刑
法
で
は
「
第
二
八
章　

公
共
に
危
険
な
犯
罪
行
為
」
の
章
─
─
放
火
罪
（
三
〇
六
条
）
の
規
定
を
含
む
章
─
─
の
中
の
三
一

六
ｂ
条
「
公
共
事
業
の
妨
害
罪
」
の
規
定
な
ど
が
参
考
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
19 

）
田
中
正
身
『
改
正
刑
法
釋
義
下
巻
』（
一
九
〇
八
年
）
一
二
〇
八
頁
。

（
20 

）
野
澤
・
前
掲
「
虚
偽
犯
罪
予
告
行
為
と
業
務
妨
害
罪
」
三
五
四
頁
。

（
21 

）
な
お
、
控
訴
審
の
名
古
屋
高
金
沢
支
判
平
成
三
〇
年
一
〇
月
三
〇
日
（
公
刊
物
未
登
載
）
も
、
一
審
判
決
を
支
持
し
た
よ
う
で
あ
る
（https://

w
w

w
.sanspo.com

/geino/new
s/20181030/tro18103017200011-n1.htm

l

〔
二
〇
一
八
年
一
二
月
一
三
日
閲
覧
〕）。

（
22 

）
前
述
の
と
お
り
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
「
犯
罪
の
偽
装
行
為
」
を
処
罰
す
る
規
定
が
刑
法
一
四
五
ｄ
条
に
置
か
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
な
お
、
日
本
の
軽
犯
罪
法
一
条
一
六
号
の
「
虚
構
申
告
罪
」
は
「
申
告
行
為
」
が
前
提
と
さ
れ
て
処
罰
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、「
偽

装
行
為
」
そ
の
も
の
を
処
罰
の
対
象
行
為
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
点
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

（
23 

）
軽
犯
罪
法
一
条
一
六
号
の
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
が
、
当
該
規
定
は
「
虚
構
申
告
罪
」
で
あ
っ
て
「
申
告
」
が
必
要
で
あ
る
以
上
、「
そ
の
よ
う
に
見

せ
か
け
る
行
為
（
今
回
の
事
例
で
あ
れ
ば
「
覚
せ
い
剤
に
偽
装
し
た
白
色
結
晶
粉
末
在
中
の
チ
ャ
ッ
ク
付
き
ポ
リ
袋
を
、
着
用
し
て
い
た
ズ
ボ
ン
の
ポ

ケ
ッ
ト
か
ら
故
意
に
落
と
し
、
こ
れ
を
拾
っ
て
逃
走
し
」
た
行
為
）」
が
「
申
告
」
と
評
価
で
き
る
か
は
微
妙
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

（
24 

）
究
極
的
に
は
、「
警
察
の
通
常
業
務
が
妨
害
さ
れ
た
」
こ
と
を
以
て
「
業
務
妨
害
罪
が
成
立
す
る
」
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、「
実
際
に
犯
罪
が
存
在
し
た

場
合
」
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
実
際
に
存
在
し
た
当
該
犯
罪
に
加
え
て
、
あ
わ
せ
て
「
業
務
妨
害
罪
も
成
立
す
る
」
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ

の
点
に
つ
い
て
も
、
野
澤
前
掲
論
文
に
お
い
て
指
摘
し
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
（
野
澤
・
前
掲
「
虚
偽
犯
罪
予
告
行
為
と
業
務
妨
害
罪
」
三
四
六
頁
以
下
）。

（
25 

）「
不
応
為
罪
（
不
応
為
律
）」
と
は
、「
中
国
の
唐
律
を
継
受
し
た
日
本
の
中
古
の
大
宝
・
養
老
律
令
の
時
代
に
お
い
て
は
、
儒
教
思
想
の
影
響
を
受
け
、

社
会
の
道
義
的
秩
序
を
維
持
す
る
必
要
か
ら
明
文
に
規
定
さ
れ
た
犯
罪
以
外
に
も
道
義
的
秩
序
に
反
す
る
不
条
理
な
行
為
」（
三
井
誠
ほ
か
編
『
刑
事
法

事
典
』（
二
〇
〇
三
年
）
六
七
三
頁
〔
野
村
稔
執
筆
〕）
を
処
罰
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、「
罪
刑
法
定
主
義
の
原
則
に
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
も
の
」（
石

井
紫
郎
編
『
日
本
近
代
法
史
講
義
』（
一
九
七
二
年
）
一
一
七
頁
〔
堀
内
捷
三
執
筆
〕）
で
あ
っ
た
。「
不
応
為
罪
（
不
応
為
律
）」
に
つ
い
て
は
、
佐
伯
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千
仭
「
元
老
院
の
不
応
為
律
廃
止
論
」
立
命
館
法
学
七
五
・
七
六
号
（
一
九
六
七
年
）
一
頁
以
下
、
佐
伯
千
仭
・
小
林
好
信
「
刑
法
学
史
」『
講
座
日
本

近
代
法
発
達
史
十
一
』（
一
九
六
七
年
）
二
二
〇
頁
以
下
な
ど
も
参
照
。

（
26 
）
刑
事
訴
訟
法
一
八
九
条
二
項
。

（
27 
）
野
澤
・
前
掲
「
虚
偽
犯
罪
予
告
行
為
と
業
務
妨
害
罪
」
三
四
六
頁
以
下
。

（
28 

）
原
口
・
前
掲
「
虚
構
の
犯
行
予
告
と
業
務
妨
害
罪
」
一
四
頁
。

（
29 

）
只
木
編
・
前
掲
『
刑
法
演
習
ノ
ー
ト
』
一
三
六
頁
〔
安
廣
文
夫
執
筆
〕、
同
第
二
版
一
三
三
頁
〔
安
廣
文
夫
執
筆
〕。
ち
な
み
に
当
該
項
目
を
執
筆
し

た
安
廣
文
夫
は
、
こ
の
よ
う
な
「
虚
偽
犯
罪
予
告
行
為
に
対
し
て
警
察
が
出
動
し
た
場
合
」
に
警
察
に
対
す
る
業
務
妨
害
罪
の
成
立
を
認
め
る
裁
判
例

の
嚆
矢
と
な
っ
た
前
掲
東
京
高
裁
平
成
二
一
年
三
月
一
二
日
判
決
の
裁
判
長
裁
判
官
で
あ
る
。

（85－３・４－297）
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【
参

考
資

料
】

民
間

業
務

以
外

に
対

す
る

業
務

妨
害

罪
関

連
裁

判
例

一
覧

※
 「

何
ら

問
題

な
く

業
務

妨
害

罪
の

成
立

が
認

め
ら

れ
た

事
例

」、「
公

務
執

行
妨

害
罪

の
み

が
検

討
さ

れ
、

業
務

妨
害

罪
が

全
く

検
討

さ
れ

な
か

っ
た

事
例

（「
－

」
で

表
記

）」
も

含
む

。
※

○
：

犯
罪

成
立

、
×

：
犯

罪
不

成
立

［
国

鉄
］

態
様

業
務

妨
害

成
否

同
一

行
為

へ
の

他
罪

理
由

お
よ

び
備

考

(A1)最
判

昭
和

24年
４

月
26日

刑
集

３
巻

５
号

637頁
－

－
公

務
執

行
妨

害
（

○
）

駅
員

の
少

な
い

停
車

場
に

お
け

る
小

荷
物

係
駅

手
に

対
す

る
暴

行
(A2)最

判
昭

和
29年

12月
23日

刑
集

８
巻

13号
2175頁

威
力

○
い

わ
ゆ

る
「

人
民

電
車

」
事

件
(A3)最

大
判

昭
和

30年
10月

26日
刑

集
９

巻
11号

2313頁
威

力
×

昭
和

23年
政

令
第

201号
違

反
（

○
）

「
昭

和
23年

政
令

第
201号

違
反

は
刑

法
234条

に
対

す
る

特
別

法
で

あ
る

」

(A4)最
判

昭
和

35年
11月

18日
刑

集
14巻

13号
1713頁

、
判

時
242

号
５

頁
威

力
○

「
国

鉄
の

行
う

業
務

は
業

務
妨

害
罪

の
対

象
と

な
る

」
検

察
官

神
山

欣
治

の
答

弁
書

(A5)最
大

判
昭

和
41年

11月
30日

刑
集

20巻
９

号
1076頁

、
判

時
466号

58頁
、

判
タ

200号
136頁

威
力

○
「

国
鉄

の
行

う
業

務
は

業
務

妨
害

罪
の

対
象

と
な

る
」

(A6)大
阪

地
判

昭
和

44年
10月

20日
判

時
588号

98頁
、

判
タ

244号
299

頁
威

力
○

デ
モ

行
進

(A7)最
判

昭
和

45年
12月

22日
刑

集
24巻

13号
1812頁

、
判

時
618

号
90頁

、
判

タ
257号

215頁
－

－
公

務
執

行
妨

害
（

○
）

駅
の

助
役

に
対

す
る

暴
行

；「
職

務
の

執
行

」
時

で
は

な
い

(A8)最
決

昭
和

47年
３

月
16日

判
時

661号
６

頁
、

判
タ

275号
190頁

威
力

○
吹

田
操

車
場

構
内

に
お

け
る

集
団

示
威

行
動

（法政研究 85－３・４－298）
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(A9)東
京

高
判

昭
和

48年
４

月
６

日
東

高
刑

時
報

24巻
4号

53頁
、

判
タ

306号
291頁

威
力

○
大

挙
し

て
の

線
路

上
へ

の
立

ち
入

り
・

行
進

(A10)最
決

昭
和

51年
６

月
15日

裁
集

刑
201号

27頁
威

力
○

国
鉄

職
員

に
よ

る
列

車
の

一
時

進
行

阻
止

行
為

(A11)最
決

昭
和

54年
１

月
10日

刑
集

33巻
１

号
１

頁
、

判
時

917
号

126頁
、

判
タ

378号
92頁

－
－

公
務

執
行

妨
害

（
○

）
気

動
車

運
転

士
に

対
す

る
暴

行
；

団
藤

重
光

反
対

意
見

「
国

鉄
現

業
業

務
は

公
務

執
行

妨
害

の
公

務
か

ら
除

外
さ

れ
る

」
(A12)最

決
昭

和
59年

５
月

８
日

刑
集

38巻
７

号
2621頁

－
－

公
務

執
行

妨
害

（
○

）
電

気
機

関
士

の
出

区
点

検
行

為
；

谷
口

正
孝

意
見

「
非

権
力

的
な

現
業

業
務

に
対

し
て

は
威

力
業

務
妨

害
の

み
が

成
立

可
能

」
(A13)広

島
地

判
平

成
元

年
３

月
８

日
刑

集
57巻

６
号

852頁
威

力
○

電
汽

車
往

来
危

険
（

○
）

自
己

の
土

地
と

隣
接

す
る

国
鉄

鉄
道

用
地

と
の

境
界

付
近

の
掘

削
(A14)東

京
地

判
平

成
９

年
７

月
11日

判
タ

960号
290頁

威
力

○
騒

擾
指

揮
（

○
）、

公
務

執
行

妨
害

（
○

）

多
衆

の
威

力
を

用
い

て
新

宿
駅

構
内

を
占

拠
し

て
輸

送
業

務
を

妨
害

（
新

宿
騒

乱
事

件
）

(A15)広
島

高
判

平
成

11年
３

月
11日

刑
集

57巻
６

号
868頁

、
高

刑
裁

速
平

成
11年

131頁
威

力
○

電
汽

車
往

来
危

険
（

○
）

〔
広

島
地

判
平

成
元

年
３

月
８

日
の

控
訴

審
〕

(A16)最
決

平
成

15年
６

月
２

日
刑

集
57巻

６
号

749頁
、

判
時

1833
号

158頁
、

判
タ

1129号
127頁

威
力

○
電

汽
車

往
来

危
険

（
○

）
〔

広
島

高
判

平
成

11年
３

月
11日

の
上

告
審

〕

(A17)東
京

地
判

平
成

15年
11月

21日
LEX/DB28095167

威
力

○
線

路
へ

の
滞

留
・

デ
モ

行
進

（85－３・４－299）
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［
郵

便
］

態
様

業
務

妨
害

成
否

同
一

行
為

へ
の

他
罪

理
由

お
よ

び
備

考

(B1)大
判

大
正

８
年

４
月

２
日

刑
録

25輯
375頁

威
力

○
公

務
執

行
妨

害
（

×
）

「
郵

便
電

信
お

よ
び

電
話

官
署

に
お

け
る

現
業

傭
人

に
対

す
る

暴
行

は
234条

を
構

成
す

る
が

95条
を

構
成

し
な

い
」

(B2)最
判

昭
和

35年
３

月
１

日
刑

集
14巻

３
号

209頁
－

－
公

務
執

行
妨

害
（

○
）

「
郵

便
集

配
員

は
公

務
員

で
あ

る
」

(B3)名
古

屋
高

判
昭

和
44年

10月
29日

刑
集

31巻
３

号
528頁

－
－

公
務

執
行

妨
害

（
×

）
（

職
場

大
会

へ
の

参
加

の
呼

び
か

け
；

行
為

時
に

被
害

者
に

つ
い

て
公

務
執

行
の

意
思

が
放

棄
さ

れ
て

い
た

疑
い

が
あ

る
）

(B4)最
大

判
昭

和
52年

５
月

４
日

刑
集

31巻
３

号
182頁

、
判

時
848

号
21頁

、
判

タ
347号

118頁
－

－
公

務
執

行
妨

害
（

×
）

〔
名

古
屋

高
判

昭
和

44年
10月

29日
の

上
告

審
〕

(B5)最
決

昭
和

55年
10月

27日
刑

集
34巻

５
号

322頁
、

判
時

983
号

129頁
、

判
タ

427号
84頁

－
－

公
務

執
行

妨
害

（
○

）
郵

政
事

務
官

に
よ

る
警

備
行

為
；

団
藤

重
光

補
足

意
見

・
谷

口
正

孝
補

足
意

見
「

現
業

業
務

は
公

務
か

ら
除

外
さ

れ
る

が
、

本
件

の
職

務
行

為
は

現
業

業
務

で
は

な
い

」

［
公

営
企

業
］

態
様

業
務

妨
害

成
否

同
一

行
為

へ
の

他
罪

理
由

お
よ

び
備

考

(C1)最
決

昭
和

53年
５

月
22日

刑
集

32巻
３

号
427頁

、
判

時
892

号
105頁

、
判

タ
364号

200頁
－

－
公

務
執

行
妨

害
（

○
）

日
本

専
売

公
社

職
員

に
よ

る
立

入
禁

止
命

令
お

よ
び

退
去

命
令

の
執

行
に

対
す

る
暴

行
；

団
藤

重
光

補
足

意
見

「
現

業
業

務
は

公
務

か
ら

除
外

さ
れ

る
が

、
本

件
の

職
務

行
為

は
現

業
業

務
で

は
な

い
」

（法政研究 85－３・４－300）
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(C2)最
判

昭
和

53年
６

月
29日

刑
集

32巻
４

号
816頁

、
判

時
889

号
15頁

、
判

タ
366号

185頁
－

－
公

務
執

行
妨

害
（

○
）

日
本

電
信

電
話

公
社

職
員

の
電

報
料

金
の

収
納

等
に

関
す

る
会

計
書

類
の

点
検

、
決

裁
の

職
務

に
対

し
て

、
怒

号
と

と
も

に
石

油
の

空
罐

を
激

し
く

連
打

し
た

；
団

藤
重

光
補

足
意

見
「

現
業

業
務

は
公

務
か

ら
除

外
さ

れ
る

が
、

本
件

の
職

務
行

為
は

現
業

業
務

で
は

な
い

」
(C3)最

決
昭

和
59年

４
月

27日
刑

集
38巻

６
号

2584頁
、

判
時

1119号
160頁

、
判

タ
531号

149頁
偽

計
○

有
線

電
気

通
信

妨
害

罪
（

○
）

「
マ

ジ
ッ

ク
ホ

ン
」

の
取

り
付

け
使

用
行

為
に

よ
る

応
答

信
号

の
送

出
妨

害
お

よ
び

発
信

側
電

話
機

に
対

す
る

課
金

装
置

の
作

動
不

能
行

為
(C4)最

決
昭

和
61年

２
月

３
日

刑
集

40巻
１

号
１

頁
、

判
時

1185
号

164頁
、

判
タ

592号
74頁

偽
計

○
有

線
電

気
通

信
妨

害
罪

（
○

）
「

マ
ジ

ッ
ク

ホ
ン

」
の

取
り

付
け

使
用

行
為

に
よ

る
応

答
信

号
の

送
出

妨
害

お
よ

び
発

信
側

電
話

機
に

対
す

る
課

金
装

置
の

作
動

不
能

行
為

；
谷

口
正

孝
意

見
「

業
務

妨
害

と
有

線
電

気
通

信
妨

害
は

吸
収

関
係

で
後

者
の

み
成

立
」

［
公

立
学

校
］

態
様

業
務

妨
害

成
否

同
一

行
為

へ
の

他
罪

理
由

お
よ

び
備

考

(D1)大
判

大
正

４
年

５
月

21日
刑

録
21輯

663頁
（

偽
計

）
×

警
察

犯
処

罰
令

２
条

５
号

〔
業

務
妨

害
〕（

○
）

小
学

校
校

長
（

教
育

勅
語

謄
本

を
隠

匿
）

警
察

犯
処

罰
令

２
条

５
号

の
業

務
は

公
私

の
業

務
を

包
含

す
る

(D2)京
都

地
判

昭
和

44年
８

月
30日

刑
月

１
巻

８
号

841頁
、

判
時

572
号

11頁
、

判
タ

239号
231頁

威
力

○
国

立
大

学
の

大
学

院
入

試
業

務
（「

非
権

力
的

公
務

」）
(D3)大

阪
高

判
昭

和
58年

２
月

１
日

高
刑

裁
速

昭
和

58年
213頁

威
力

○
神

戸
大

学
教

授
会

お
よ

び
講

義

（85－３・４－301）
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(D4)東
京

高
判

平
成

20年
５

月
29日

刑
集

65巻
５

号
833頁

、
判

時
2010

号
47頁

、
判

タ
1273号

109頁
威

力
○

都
立

高
校

卒
業

式

(D5)最
判

平
成

23年
７

月
７

日
刑

集
65巻

５
号

619頁
、

判
時

2130
号

144頁
、

判
タ

1358号
73頁

威
力

○
〔

東
京

高
判

平
成

20年
５

月
29日

の
上

告
審

〕

(D6)青
森

地
八

戸
支

判
 

平
成

29年
９

月
４

日
LEX/DB25547526

威
力

○
公

立
中

学
校

職
員

（
虚

偽
の

爆
発

物
予

告
）

［
議

会
運

営
］

態
様

業
務

妨
害

成
否

同
一

行
為

へ
の

他
罪

理
由

お
よ

び
備

考

(E1)最
大

判
昭

和
42年

５
月

24日
刑

集
21巻

４
号

505頁
、

判
時

482
号

14頁
、

判
タ

208号
94頁

－
－

公
務

執
行

妨
害

（
○

）
県

議
会

議
長

に
対

し
て

そ
の

椅
子

を
揺

り
動

か
し

た
(E2)東

京
地

判
昭

和
48年

９
月

６
日

刑
月

５
巻

９
号

1315頁
威

力
○

衆
議

院
議

場
傍

聴
席

で
爆

竹
を

鳴
ら

し
、

大
声

で
叫

ぶ
な

ど
し

た
「

衆
議

院
本

会
議

の
議

事
自

体
は

非
権

力
的

職
務

に
属

す
る

」
(E3)東

京
高

判
昭

和
50年

３
月

25日
東

高
刑

時
報

26巻
３

号
72頁

、
刑

月
７

巻
３

号
162頁

、
判

時
799号

104頁

威
力

○
〔

東
京

地
判

昭
和

48年
９

月
６

日
の

控
訴

審
〕

(E4)千
葉

地
判

昭
和

60年
３

月
19日

判
タ

564号
272頁

威
力

○
町

議
会

の
審

議
「

権
力

的
作

用
を

及
ぼ

す
性

質
の

も
の

で
は

な
い

」
(E5)最

決
昭

和
62年

３
月

12日
刑

集
41巻

２
号

140頁
、

判
時

1226
号

141頁
、

判
タ

632号
107頁

威
力

○
県

議
会

委
員

会
の

条
例

案
採

決
等

の
事

務
「

な
ん

ら
被

告
人

ら
に

対
し

て
強

制
力

を
行

使
す

る
権

力
的

公
務

で
は

な
い

」

（法政研究 85－３・４－302）



虚偽犯罪予告行為と業務妨害罪・再論（野澤）

1079

(E6)最
決

平
成

元
年

３
月

10日
刑

集
43巻

３
号

188頁
、

判
時

1310
号

155頁
、

判
タ

697号
202頁

－
－

公
務

執
行

妨
害

（
○

）
休

憩
宣

言
後

の
県

議
会

委
員

長
に

対
す

る
暴

行
「

休
憩

宣
言

後
も

職
務

を
現

に
執

行
し

て
い

た
も

の
と

認
め

る
の

が
相

当
」

(E7)東
京

高
判

平
成

５
年

２
月

１
日

東
高

刑
時

報
44巻

１
～

12号
８

頁
、

判
時

1476号
163頁

威
力

○
参

議
院

本
会

議
に

靴
を

投
げ

入
れ

る

(E8)東
京

地
判

平
成

27年
２

月
24日

LEX/DB25505960
威

力
○

参
議

院
本

会
議

に
靴

を
投

げ
入

れ
る

［
そ

の
他

公
務

（
警

察
を

除
く

）］

態
様

業
務

妨
害

成
否

同
一

行
為

へ
の

他
罪

理
由

お
よ

び
備

考

(F1)大
判

明
治

42年
２

月
19日

刑
録

15輯
120頁

偽
計

○
警

察
犯

処
罰

令
２

条
４

号
〔

入
札

妨
害

〕（
×

）

裁
判

所
の

競
売

(F2)大
判

明
治

42年
11月

19日
刑

録
15輯

1641頁
－

－
公

務
執

行
妨

害
（

○
）

村
役

場
書

記
の

徴
税

事
務

に
お

い
て

名
寄

台
帳

を
奪

う
(F3)大

判
明

治
44年

４
月

17日
刑

録
17輯

601頁
－

－
公

務
執

行
妨

害
（

○
）

税
務

署
職

員

(F4)最
判

昭
和

41年
３

月
24日

刑
集

20巻
３

号
129頁

、
判

時
443

号
55頁

、
判

タ
190号

169頁
－

－
公

務
執

行
妨

害
（

○
）

執
行

吏

(F5)福
岡

地
小

倉
支

判
 

昭
和

47年
５

月
24日

刑
月

４
巻

５
号

1050頁
、判

タ
282

号
306頁

威
力

×
市

清
掃

事
業

局
清

掃
事

務
所

長
（

清
掃

用
自

動
車

の
持

ち
出

し
）

←
「

威
力

」
に

当
た

ら
な

い
(F6)旭

川
簡

判
昭

和
50年

７
月

２
日

刑
月

７
巻

７
・

８
号

795頁
－

－
軽

犯
罪

法
１

条
31号

（
○

）
軽

犯
罪

法
1条

16号
で

は
な

く
31号

が
成

立
す

る
（

地
下

歩
道

内
の

非
常

ベ
ル

を
い

た
ず

ら
で

押
し

た
）

（85－３・４－303）
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(F7)大
阪

高
判

昭
和

63年
９

月
29日

高
刑

裁
速

昭
和

63年
103頁

、
判

時
1306号

138頁
威

力
○

傷
害

（
○

）
国

税
調

査
官

の
税

務
調

査
（「

非
権

力
的

公
務

」）

(F8)最
決

平
成

４
年

11月
27日

刑
集

46巻
８

号
623頁

、
判

時
1441号

151頁
、

判
タ

804号
83頁

威
力

○
消

防
署

の
消

防
長

（
猫

の
死

骸
を

事
務

机
引

き
出

し
内

に
入

れ
た

）
(F9)仙

台
高

判
平

成
６

年
３

月
31日

高
刑

裁
速

平
成

６
年

178頁
、

判
時

1513号
175頁

威
力

○
国

体
開

会
式

(F10)福
岡

高
那

覇
支

判
 

平
成

７
年

10月
26日

判
時

1555号
140頁

、
判

タ
901号

266頁
威

力
○

国
体

競
技

会
開

始
式

で
の

日
の

丸
引

き
降

ろ
し

(F11)東
京

地
判

平
成

11年
12月

10日
（

公
刊

物
未

登
載

、
研

修
649号

13
頁

参
照

）
偽

計
○

消
防

法
44条

15
号

（
○

）
消

防
職

員
お

よ
び

救
急

職
員

(F12)最
決

平
成

12年
２

月
17日

刑
集

54巻
２

号
38頁

、
判

時
1704

号
169頁

、
判

タ
1025号

128頁
偽

計
、

威
力

○
公

職
選

挙
法

上
の

選
挙

長
の

立
候

補
届

出
受

理
事

務
（「

強
制

力
を

行
使

す
る

権
力

的
公

務
で

は
な

い
」）

(F13)大
阪

高
判

平
成

14年
６

月
13日

高
刑

集
55巻

２
号

３
頁

虚
偽

風
説

流
布

○
信

用
毀

損（
○

）
軽

犯
罪

法
1条

16号
と

233条
の

信
用

毀
損

罪
お

よ
び

業
務

妨
害

罪
は

両
方

成
立

す
る

（
し

か
し

軽
犯

罪
法

1条
16号

の
成

立
を

認
め

て
い

な
い

の
で

傍
論

）
(F14)横

浜
地

判
平

成
14年

９
月

５
日

判
タ

1140号
280頁

偽
計

○
海

上
保

安
庁

職
員

へ
の

虚
偽

通
報

（「
遂

行
さ

れ
た

は
ず

の
本

来
の

行
政

事
務

、
パ

ト
ロ

ー
ル

業
務

、
出

動
待

機
業

務
等

」）
(F15)前

橋
地

判
平

成
14年

９
月

12日
LEX/DB28085185

威
力

○
県

庁
へ

の
虚

偽
通

報
(F16)最

決
平

成
14年

９
月

30日
刑

集
56巻

７
号

395頁
、

判
時

1799
号

17頁
、

判
タ

1105号
92頁

威
力

○
東

京
都

職
員

（
新

宿
ホ

ー
ム

レ
ス

退
去

妨
害

事
件

）

(F17)広
島

高
判

平
成

14年
11月

５
日

高
刑

裁
速

平
成

14年
154頁

、
判

時
1819号

158頁
公

務
執

行
妨

害
（

○
）

地
方

公
務

員
（

威
力

業
務

妨
害

が
成

立
す

る
と

だ
け

し
た

原
審

を
誤

り
あ

り
と

し
た

）

（法政研究 85－３・４－304）
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(F18)福
岡

地
判

平
成

23年
３

月
９

日
刑

集
67巻

３
号

374頁
威

力
○

裁
判

所
職

員
（

控
訴

審
、

上
告

審
あ

り
）

(F19)徳
島

地
判

平
成

25年
12月

25日
LEX/DB25504175

威
力

○
県

教
組

事
務

所
(F20)高

松
高

判
平

成
26年

５
月

29日
LEX/DB25504176

威
力

○
〔

徳
島

地
判

平
成

25年
12月

25日
の

控
訴

審
〕

(F21)大
阪

地
判

平
成

26年
７

月
４

日
判

タ
1416号

380頁
威

力
○

市
が

開
催

す
る

震
災

が
れ

き
の

試
験

焼
却

に
関

す
る

住
民

説
明

会
(F22)最

決
平

成
26年

12月
15日

LEX/DB25505832
威

力
○

〔
高

松
高

判
平

成
26年

５
月

29日
の

上
告

審
〕

(F23)名
古

屋
地

判
 

平
成

27年
１

月
20日

LEX/DB25505781
偽

計
○

市
役

所
総

務
部

納
税

課
（「

無
用

の
対

応
を

す
る

こ
と

を
余

儀
な

く
さ

せ
て

、
同

市
役

所
の

正
常

な
業

務
の

遂
行

に
支

障
を

生
じ

さ
せ

」）
(F24)大

阪
高

判
平

成
27年

９
月

28日
LEX/DB25542788

威
力

○
〔

大
阪

地
判

平
成

26年
７

月
４

日
の

控
訴

審
〕

(F25)東
京

地
判

平
成

28年
２

月
16日

判
タ

1439号
245頁

威
力

○
総

理
大

臣
官

邸
職

員
（

小
型

無
人

飛
行

機
を

総
理

大
臣

官
邸

屋
上

に
落

下
さ

せ
た

行
為

）
(F26)東

京
地

判
平

成
28年

10月
21日

LEX/DB25544643
威

力
○

市
役

所
職

員
及

び
警

備
員

（
虚

偽
の

爆
破

予
告

）
(F27)東

京
地

立
川

支
判

 
平

成
28年

12月
22日

LEX/DB25544979
威

力
○

建
造

物
侵

入
（

○
）、

現
住

建
造

物
等

放
火

未
遂

（
○

）

市
役

所
が

行
う

年
金

保
険

業
務

等
（

保
険

年
金

課
カ

ウ
ン

タ
ー

と
同

課
執

務
室

等
に

灯
油

を
ま

い
て

、
ラ

イ
タ

ー
で

ガ
ソ

リ
ン

に
点

火
し

て
放

火
し

た
）

(F28)那
覇

地
判

平
成

30年
３

月
14日

LEX/DB25560372
威

力
○

沖
縄

防
衛

局
（

工
事

用
車

両
の

前
方

に
立

ち
塞

が
る

な
ど

し
、

資
材

等
の

搬
入

を
困

難
あ

る
い

は
不

能
な

ら
し

め
た

）

（85－３・４－305）
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［
警

察
（

鉄
道

公
安

職
員

含
む

）］

態
様

業
務

妨
害

成
否

同
一

行
為

へ
の

他
罪

理
由

お
よ

び
備

考

(G1)最
大

判
昭

和
26年

７
月

18日
刑

集
５

巻
８

号
1491頁

威
力

×
公

務
執

行
妨

害
（

×
）

警
察

官
（

暴
行

・
脅

迫
の

認
定

が
な

い
、

公
務

に
対

し
暴

行
又

は
脅

迫
に

達
し

な
い

程
度

の
威

力
を

用
い

た
と

し
て

も
業

務
妨

害
罪

は
成

立
し

な
い

）
(G2)最

判
昭

和
33年

９
月

30日
刑

集
12巻

13号
3151頁

、
判

時
163

号
７

頁
－

－
公

務
執

行
妨

害
（

○
）

警
察

官

(G3)福
岡

地
久

留
米

支
判

 
昭

和
41年

12月
14日

刑
集

27巻
３

号
521頁

－
－

公
務

執
行

妨
害

（
×

）
鉄

道
公

安
職

員
（

水
を

浴
び

せ
た

） ←
 鉄

道
公

安
職

員
に

そ
も

そ
も

職
務

権
限

な
し

(G4)福
岡

高
判

昭
和

43年
３

月
26日

刑
集

27巻
３

号
527頁

、
下

刑
集

10巻
３

号
232頁

－
－

公
務

執
行

妨
害

（
×

）
〔

福
岡

地
久

留
米

支
判

昭
和

41年
12月

14日
の

控
訴

審
〕

鉄
道

公
安

職
員

に
職

務
の

適
法

性
な

し
(G5)最

大
判

昭
和

48年
４

月
25日

刑
集

27巻
３

号
418頁

－
－

公
務

執
行

妨
害

（
○

）
〔

福
岡

高
判

昭
和

43年
３

月
26日

の
上

告
審

〕

(G6)福
岡

高
判

昭
和

52年
10月

25日
刑

月
９

巻
９

・
10号

641頁
、

判
時

884号
116頁

－
－

公
務

執
行

妨
害

（
○

）
〔

最
大

判
昭

和
48年

４
月

25日
の

差
戻

控
訴

審
〕

(G7)東
京

地
判

平
成

12年
11月

16日
（

公
刊

物
未

登
載

、
研

修
649号

14
頁

参
照

）
偽

計
○

警
察

（
通

信
業

務
）

(G8)名
古

屋
簡

判
平

成
16年

４
月

28日
（

公
刊

物
未

登
載

、
警

察
公

論
60

巻
１

号
81頁

参
照

）
偽

計
○

警
察

官
（「

遂
行

さ
れ

た
は

ず
の

本
来

の
機

動
警

ら
業

務
、

事
案

発
生

に
備

え
た

出
動

待
機

業
務

、
相

談
受

付
業

務
等

」）
(G9)東

京
高

判
平

成
21年

３
月

12日
高

刑
集

62巻
１

号
21頁

、
東

高
刑

時
報

60巻
１

～
12号

39頁
、

判
タ

1304号
302頁

偽
計

○
警

察
職

員
（

虚
偽

の
殺

人
予

告
、

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
）（「

遂
行

さ
れ

た
は

ず
の

本
来

の
警

察
の

公
務

（
業

務
）」）

（法政研究 85－３・４－306）
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(G10)大
阪

高
判

平
成

21年
10月

22日
判

タ
1327号

279頁
偽

計
○

警
察

職
員

（
虚

偽
の

殺
人

予
告

、
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

）
(G11)東

京
高

判
平

成
25年

４
月

12日
東

高
刑

時
報

64巻
１

～
12号

103
頁

偽
計

○
警

察
職

員
（

虚
偽

の
殺

人
予

告
、

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
）（「

本
来

行
う

は
ず

で
あ

っ
た

業
務

」）
(G12)広

島
地

判
平

成
27年

１
月

29日
LEX/DB25505822

偽
計

○
警

察
官

（
虚

偽
の

爆
破

予
告

）（「
遂

行
さ

れ
て

い
た

は
ず

の
同

警
察

官
ら

の
本

来
の

警
察

業
務

」）
（

店
員

に
対

す
る

威
力

業
務

妨
害

も
認

定
）

(G13)東
京

地
判

平
成

27年
２

月
４

日
LEX/DB25505940

偽
計

○
警

察
官

（「
同

警
察

官
ら

の
通

常
業

務
を

妨
害

」）
(G14)福

井
簡

判
平

成
30年

５
月

21日
LEX/DB25560712

偽
計

○
警

察
職

員
（「

遂
行

さ
れ

て
い

た
は

ず
の

警
察

職
員

ら
の

刑
事

当
直

、
警

ら
活

動
、

交
番

勤
務

等
の

業
務

」）

（85－３・４－307）


